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新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる病棟訪問の制限について 

 

 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は弘前市立病院の運営につきまして、

特段のご配慮とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 標記の件について、感染防止のため、下記のとおり対応することとしましたので、ご理解・ご協

力をお願いいたします。 

 

 

                          記 

 

１ 連携施設・事業所様の病棟訪問について 

 連携施設・事業所様の介護認定調査以外の病棟訪問は、感染拡大防止の観点から、お控え

くださいますようお願いいたします。 

なお、介護認定調査で病棟訪問する場合は、最初に総務課（１階売店奥）へお立ち寄りいた

だき、入館証をお受け取りください。マスクの着用と発熱などの症状がないことを確認させていた

だいたうえで、入館証をお渡しします。 

 

２ 患者の状態確認や退院前カンファレンスについて 

 患者の状態確認や退院前カンファレンスは、これまで病棟で行っておりましたが、今後当面の

間は、会議室２で行います。各病棟の退院調整者が対応させていただきます。 

 

３ 入院時の患者情報提供シートや訪問看護報告書について 

 医療連携室に FAXまたはご持参いただきますと、医療連携室スタッフが病棟へお届けしま

す。 

 

担当 

弘前市立病院 

医療連携室 海老名 

TEL/FAX 0172-34-3211（代表） 


